
 

 

 

岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例に 

基づく建築物環境配慮計画書及び工事完了届に 

係る届出の手引き 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

岐阜県 



1 

 

目次 

 

はじめに 

 

１ 対象となる建築物、計画書を提出する者                   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3                    

（１）対象となる建築物（特定建築物）                               

（２）計画書を提出する者（特定建築主）                               

 

２ 手続きの流れ                                         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4               

 

３ 提出様式と記入例                                     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

（１）建築物環境配慮計画書の提出                    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

（２）建築物環境配慮計画書の記入例と注意事項             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

（３）建築物環境配慮計画書の変更                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

（４）工事完了届出書の提出                              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

（５）工事完了届出書の記入例と注意事項                  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 

４ 公表                                      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 

５ 提出先及び問合せ先一覧                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

（１）建築物環境配慮計画書 提出先一覧 

（２）工事完了届出書 提出先 

（３）問合せ先 

 

６ 参考資料 

（１）岐阜県建築物環境配慮指針                          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13                   

（２）関係様式                                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

   ・建築物環境配慮計画書 

  ・参考様式１、２ 

  ・工事完了届出書 



2 

 

はじめに 

 岐阜県では、事業者、県民、行政などあらゆる主体が連携し、より実効性の高い地球温暖化

防止施策を推進することを目的として、平成２１年３月に岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適

応基本条例（以下「条例」という。）を制定し、同年４月から施行しています。 

 建築物は、一度建築されると長期間使用されるため、エネルギー消費を通じて温室効果ガスの

排出に長期にわたり大きな影響を与えることから、一定規模以上の建築物の新築・増築・改築時

に、「建築物環境配慮計画書」の提出を義務付け（条例第２９条）、その内容等を公表すること

により、建築物の環境性能の向上を図ることとしています。 

この手引きは、条例第２７条第１項に基づき策定した建築物環境配慮指針をもとに、条例の対

象となる建築主の皆様に作成していただく「建築物環境配慮計画書」や「工事完了届」の内容等

について説明したものです。 

地球温暖化対策の更なる推進を図るためには、建築主の皆様のご理解と御協力が不可欠です。

条例の趣旨をご理解いただき、積極的に地球温暖化対策に取り組んでくださいますようお願いし

ます。 

 

 

【この手引きで使用する用語】 

 

 

 

 

 

 

 

用 語 内  容 

条例 岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例（平成２１年岐

阜県条例第２１号） 

規則 岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例施行規則（平成

２１年岐阜県規則第４０号） 

特定建築物 床面積（増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係

る部分の床面積）の合計が 2,000平方メートル以上の建築物 

建築主 建築物を、新築、増築又は改築しようとする者 

特定建築主  特定建築物を新築、増築又は改築しようとする建築主 

 条例第２９条第１項に基づき、建築物環境配慮計画書の提出が義

務づけられています。 
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 １ 対象となる建築物、計画書を提出する者 

（１）対象となる建築物（特定建築物） 

建築物環境配慮計画書を提出する建築物は、以下のとおりです。 

① 床面積（増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の面積）の合計

が 2,000平方メートル以上の建築物（「特定建築物」）を建築しようとするときは、提

出する義務が生じます。  

② 上記以外の建築物については、提出の義務はありませんが、提出するよう努めてくださ

い。（条例第２９条第２項）  

 

（参考）条例に基づく届出等 

届出等の種類 届出要件等 条例 

 

 

建 築 物

環 境 配

慮 計 画

書 の 提

出 

 

新築 床面積の合計 2,000ｍ２以上 ○ 

改築 
改築に係る部分の床面積の合計

2,000ｍ２以上 ○ 

増築 
増築に係る部分の床面積の合計

2,000ｍ２以上 
○ 

大規模 

修繕 
屋根、壁、床 × 

設備の 

改修 

空気調和設備、換気設備、照明、給

湯、昇降機 
× 

変更届出  ○ 

工事完了届出書  ○ 

 

（２）計画書を提出する者（特定建築主） 

建築物環境配慮計画書を提出する者は、建築物を、新築、増築又は改築しようとする者

（「建築主」）です。上記①により提出を義務付けられている建築主を「特定建築主」と

いいます。 

Ｑ＆Ａ Ｑ：特定建築主が計画を提出しない場合、罰則はありますか。 

Ａ：提出すべき者が正当な理由なく提出しない場合は、勧告（条例第４５条）

や公表（条例第４６条）をする場合があります。 
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２ 手続きの流れ 

特定建築主 提出 提出先 

 県 

脱炭素社会

推進課 

■建築物の新築、増築又は改築（いずれも延床

面積が 2,000平方メートル以上）を行おうと

するとき 

 

 

 

 

 

 

 

工事着

工予定

日の２

１日前

まで 

岐阜地域

環境室、 

県事務所、

岐阜市、大

垣市、各務

原市にお

いては市

建築指導

担当課 

 

 

 

経由 

 

 

 

 

①審査 

 

②提出され

た建築物環

境配慮計画

書・工事完

了届出書の

概要の公表 

 ■提出した「建築物環境配慮計画書」に変更が

生じたとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やか

に 

 

岐阜地域

環境室、 

県事務所、

岐阜市、大

垣市、各務

原市にお

いては市

建築指導

担当課 

 

 

経由 

 

■工事が完了したとき 

 

 

 

 

速やか

に 

県脱炭素社会推進

課 

 

３ 提出様式と記入例 

（１）建築物環境配慮計画書の提出 

  ①提出書類 建築物環境配慮計画書（規則様式第５号）（ｐ16,17参照） 

②提出部数 １部（正本） 

③提出期限 工事着手の２１日前まで 

  ④提出先  建築物の所在地を管轄する県事務所環境課 

岐阜市、大垣市、各務原市にあっては、各市役所建築指導担当課 

※平成２９年度から提出先が変わりましたのでご注意ください。 

⑤提出方法 持参

「建築物環境配慮計画書」の作成 

（条例第２９条第１項） 

・温室効果ガス排出抑制のための措置 

・省エネルギーのために講ずる措置 

・再生可能エネルギー導入に関する事項等 

 

変更後の「建築物環境配慮計画書」の作成 

（条例第２９条第３項） 

「工事完了届出書」の作成 

（条例第２９条） 
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第５号様式（第14条関係） 

建築物環境配慮計画書    

令和○年○月○日 

岐阜県知事 様  １ 

 

 住 所  岐阜市薮田南２－１－１      

(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

 

氏 名  株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○      

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)                  

 

岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例第２９条第１項（第２項、第３項）の規定により、次

のとおり提出します。 

特定建築物の名称及び所在地 
２○○ビル 

岐阜市○○町○番地の○ 

特定建築物の概要 ３別紙のとおり 

建築物に係る温室効果ガ

スの排出を抑制するため

に実施する措置 

４別紙のとおり 

省エネルギーのために講

ずる措置 
５別紙のとおり 

再生可能エネルギー導入に

関する事項 
６別紙のとおり 

工事着手予定年月日 ７令和○年○月○日 

工事完了予定年月日 ７令和○年○月○日 

※岐阜県受付欄  

備考 

１ 各記入欄にその記入事項の全てを記入することができないときは、「別紙のとおり」と記入し、別紙を添付

すること。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とすること。 

３ 条例第２９条第２項の規定により計画書を提出する場合は、「特定建築物」を「建築物」に読み替えること。 

４ 変更の場合にあっては、変更があった事項についてのみ記入すること。 

５ ※印のある欄は、記入しないこと。 

６ 「岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例に基づく建築物環境配慮計画書及び工事完了届届出の手

引き」を参照のうえ記入すること。 

８

連

絡

先 

住所 〒○○○－○○○○ 岐阜市△△町△番地の△ 

部署名・担当者氏名 株式会社△△設計 △△ △△ 

電話番号 ○○○－○○○－○○○○ 

e-mail  

注）建築主内の部署のほか、設計等を委託している場合は設計事務所等の連絡先を記入すること。 

記入例 
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（２）建築物環境配慮計画書の記入例と注意事項 

１特定建築主の住所及び氏名 

「住所」には、施主の本社等の所在地を、「氏名」欄には施主の企業名並びに代表 

取締役等の役職名及び代表者名を記入してください。 

 

２特定建築物の名称及び所在地 

  特定建築物の名称及び所在地を記入してください。（名称が未定の場合は仮称でも可） 

 

３特定建築物の概要 

工事の種別（新築、増築、改築）、特定建築物の概要（用途、構造、階数、床面積の合

計）を記入してください。 

また、本欄には、「別紙のとおり」と記入し、参考様式１に必要事項を記入して添付す

ることもできます。（ｐ７【参考様式１ 特定建築物の概要】参照） 

 

４建築物に係る温室効果ガスの排出を抑制するために実施する措置 

建築物環境配慮指針「第５ 建築物に係る温室効果ガスの排出を抑制するために実施

する措置」に示す内容を参考に、建築物の特性に応じて、適切かつ有効な措置を選定し

実施することとし、その内容（設備の名称、能力や個数等）を具体的に記入してくださ

い。 

該当がない場合は「該当なし」と記入してください。 

また、本欄には、「別紙のとおり」と記入し、参考様式２に必要事項を記入して添付す

ることもできます。（ｐ７【参考様式２】参照） 

 

５省エネルギーのために講ずる措置 

建築物環境配慮指針「第３ 省エネルギーのために講ずる措置」に示す内容について、

具体的に記入してください。 

また、本欄には、「別紙のとおり」と記入し、参考様式２に必要事項を記入して添付す

ることもできます。（ｐ７【参考様式２】参照） 

 

６再生可能エネルギーの導入に関する事項 

建築物環境配慮指針「第４ 再生可能エネルギーの導入に関する事項」に示す内容に

ついて、その内容（設備の名称、容量（能力）や個数等）を具体的に記入してください。 

該当がない場合は「該当なし」と記入してください。 

また、本欄には、「別紙のとおり」と記入し、参考様式２に必要事項を記入して添付す

ることもできます。（ｐ７【参考様式２】参照） 

７工事着手予定年月日、工事完了予定年月日 

工事着手予定年月日、工事完了予定年月日を必ず記入してください。 

  「建築物環境配慮計画書」の提出期限は、工事に着手しようとする日の２１日前までで

す。 

８連絡先 

連絡先は建築主内の部署のほか、設計等を委託している場合は設計事務所等の連絡先

を記入してください。 
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９【参考様式１ 特定建築物の概要】 

工事の種別 レ新築       □増築       □改築 

特

定

建

築

物

の

概

要 

用 途 

□住宅 

□ホテル等 □病院等 □物品販売業を営む店舗等 レ事務所等 

□学校等  □飲食店等 □集会所等 □工場等  

構 造 
レ鉄筋コンクリート造、□鉄骨鉄筋コンクリート造、□鉄骨造 
□その他（                    ） 

階 数 地上  １０階、  地下  ２ 階 

床面積の合計 

届出部分 届出以外の部分 合 計 

     ○○

ｍ２ 

－

ｍ２ 
○○ｍ２ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

10【参考様式２】 

１ 建築物に係る温室効果ガスの排出を抑制するために実施する措置 

（１）建築物の耐用年数の長期化 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ動線とﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽを十分に確保。 

（２）環境負荷の少ない材料や機材等の採用 

    敷地内通路に、岐阜県リサイクル認定製品の透水性舗装用ブロックを使用。（○

○ｍ２） 

（３）水資源の有効利用 

    節水型トイレを設置（○台）、散水用に雨水タンクを設置（○ｍ３）。      

（４）緑化の促進 

２F の屋上を芝とサツキにより緑化（○○ｍ２）。 

２ 省エネルギーのために講ずる措置 

（１）建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 

低層部の南西側に廊下階段を配置し、居室内の熱負荷低減を見込んだ。 

外壁に吹付硬質ウレタンフォーム（現場発泡） 厚 25mm、屋根には押出法ポ

リスチレンフォーム保温板 3 種 b 厚 35mm 設置。 

（２）照明設備に係るエネルギーの効率的利用 

ＬＥＤランプを通路に採用。 

通路、トイレには人感センサーを設置。（○ヶ所） 

３ 再生可能エネルギーの導入に関する事項 

（１）太陽光の利用 

   太陽光発電システムの設置（規模：○○kＷ×３ヶ所、設置面積：○○ｍ２） 

 

 

記入例 

記入例 
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９【参考様式１ 特定建築物の概要】 

３特定建築物の概要 の参考様式です。 

 

10【参考様式２】 

４建築物に係る温室効果ガスの排出を抑制するために実施する措置、５省エネルギー

のために講ずる措置、６再生可能エネルギーの導入に関する事項 の参考様式です。 
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（３）建築物環境配慮計画書の変更 

   建築物環境配慮計画書の内容を変更しようとするときは、変更後の建築物環境配慮計画

書を提出してください。 

 

①提出書類 建築物環境配慮計画書（規則様式第５号） 

②提出部数 １部（正本） 

③提出期限 速やかに 

  ④提出先  建築物の所在地を管轄する県事務所環境課 

岐阜市、大垣市、各務原市にあっては、各市役所建築指導担当課 

※平成２９年度から提出先が変わりましたのでご注意ください。 

  ⑤提出方法 持参 

 

  ⑥注意事項 ・計画書に記入した事項のうち、変更する事項について、変更後の内容のみ記

入してください。 

          例）特定建築物の名称を変更する場合 

            「特定建築物の名称及び所在地」欄に、変更後の名称を記入。 

        ・工事着手予定年月日の変更については、届出は必要ありません。 

・工事完了予定年月日の変更については、半年以上相違が生じる場合には届

け出てください。 

 

【参考】「特定建築物の概要」の「用途」欄の区分 

住宅 一戸建住宅、連続住宅、重ね建住宅、共同住宅その他エネルギーの使用 

の状況に関してこれらに類するものをいう。 

ホテル等 ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの

をいう。 

病院等 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況

に関してこれらに類するものをいう。 

物品販売業を

営む店舗等 

百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類す

るものをいう。 

事務所等 事務所、官公署、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関して

これらに類するものをいう。 

学校等 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校そ

の他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 

飲食店等 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関し

てこれらに類するものをいう。 

集会場等 公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、ぱちんこ屋その

他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 

工場等 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬

場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。 
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（４）工事完了届出書の提出 

  ①提出書類 建築物工事完了届出書（規則様式第６号：郵便はがき）※封書よる送付も可 

②提出部数 １部（正本） 

③提出期限 速やかに 

  ④提出先  〒500-8570 岐阜市薮田南２－１－１ 

岐阜県環境生活部脱炭素社会推進課 

⑤提出方法 郵送 

（５）工事完了届出書の記入例と注意事項 

第６号様式(第１５条関係） 

 

 

 

 

 

１特定建築主の住所及び氏名 

「住所」には、施主の本社等の所在地を、  

「氏名」欄には施主の企業名並びに代表取

締役等の役職名及び代表者名を記入してく

ださい。 

２特定建築物の名称及び所在地 

特定建築物の名称及び所在地を記入し 

てください。  

３工事の種別 

「工事の種別」は、該当する□内にレ印 

を記入してください。 

４工事完了年月日 

  工事が完了した日を記入してください。 

５連絡先 

  工事完了届出書の内容についての問合 

 せ先を記入してください。 

 

 

 

４ 公表 
  提出された建築物環境配慮計画書及び工事完了届の内容については、条例第３１条に基づき、

その概要を公表します。 

 

 

建築物工事完了届出書 

○年○月○日 

岐阜県知事 様 

 届出者 １住所 岐阜市薮田南２－１－１ 

(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

氏名 株式会社○○  

代表取締役 ○○ ○○ 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

 岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基

本条例第３０条の規定により、工事が完了しま

したので届け出ます。 

特定建築物の名称 ２○○ビル 

特定建築物の所在

地 

２岐阜市○○町○番地

の○ 

工事の種別 

３ 

レ新築 □増築 □改

築 

工事完了年月日 ４○年○月○日 

連

絡

先 

部署名 ５株式会社△△設計 

電話番号 
○○○－○○○－○○○

○ 

※岐阜県受付欄  

１特定建築主の住所及び氏名、２特定建

築物の名称及び所在地、３工事の種別は、

既に提出した建築物環境配慮計画書の内

容を記入してください。 

 

記入例 
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５ 提出先及び問合せ先一覧 

（１）建築物環境配慮計画書 提出先一覧 

建築物の所在地を管轄する県事務所 

岐阜市、大垣市、各務原市にあっては、各市役所建築指導担当課 

建築物所在地 提出先 電話番号 

岐阜市 岐阜市まちづくり

推進部建築指導課 

058-265-4141（代） 

大垣市 大垣市都市計画部

建築指導課 

0584-81-4111（代） 

各務原市 各務原市都市建設

部建築指導課 

058-383-1111（代） 

羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、

羽島郡（岐南町、笠松町）、本巣郡（北方町） 

県環境生活部 

岐阜地域環境室 

058-272-1111（代） 

（内線 3241,3242） 

海津市、養老郡（養老町）、不破郡（垂井町、

関ヶ原町）、安八郡（神戸町、輪之内町、安八

町） 

西濃県事務所 0584-73-1111（代） 

（内線 222,223） 

揖斐郡（揖斐川町、大野町、池田町） 揖斐県事務所 0585-23-1111（代） 

（内線 211,212） 

美濃加茂市、可児市、加茂郡（坂祝町、富加町、

川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村）、

可児郡（御嵩町） 

可茂県事務所 0574-25-3111（代） 

（内線 216,217） 

関市、美濃市、郡上市 中濃県事務所 0575-33-4011（代） 

（内線 214,215） 

多治見市、瑞浪市、土岐市 東濃県事務所 0572-23-1111（代） 

（内線 216,217） 

中津川市、恵那市 恵那県事務所 0573-26-1111（代） 

（内線 216,217） 

高山市、飛騨市、下呂市、大野郡（白川村） 飛騨県事務所 0577-33-1111（代） 

（内線 224,225） 

※岐阜市、大垣市、各務原市の特定建築物については県条例に基づき各市役所で事務処理を行っ

ています。 

 

（２）工事完了届出書提出先 

 〒500-8570 岐阜市薮田南２－１－１ 

岐阜県環境生活部脱炭素社会推進課 温暖化・気候変動対策係 

Tel: 058-272-1111 内線2944 

Fax: 058-272-8407 

E-mail: c11268@pref.gifu.lg.jp 

 

mailto:c11268@pref.gifu.lg.jp
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（３）問合せ 

岐阜県環境生活部脱炭素社会推進課 温暖化・気候変動対策係 

Tel: 058-272-1111 内線2944 

Fax: 058-272-8407 

E-mail: c11268@pref.gifu.lg.jp 

 

 

 

 

mailto:c11268@pref.gifu.lg.jp
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岐阜県建築物環境配慮指針 

 

第１ 趣旨等 

この指針は、岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例（平成２１年岐阜県条例

第２１号。以下「条例」という。）第２７条第１項の規定により、建築物の新築、増築又は

改築をしようとする者（以下「建築主」という。）が建築物に係る環境配慮措置を適正に講

ずるために必要な事項を定めるものである。 

建築主は、次に示す建築物に係る環境配慮措置の内容を参考に、建築物の特性に応じて、

適切かつ有効な措置を選定し実施することとし、条例第２９条に規定する建築物環境配慮

計画書は、この指針に基づいて実施する措置を具体的に記入して作成することとする。 

また、建築主は、建築物に係る環境配慮措置の内容に関連して、「建築物エネルギー消費

性能基準」（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土

交通省令第１号（以下「省令」という。）第１条）、「特定一戸建て住宅建築主等の新築する

分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造

及び設備に関する基準」（省令第８条）、「特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設す

る請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構

造及び設備に関する基準」（省令第９条の２）及び「建築物エネルギー消費性能誘導基準」

（省令第１０条）を参考にすることとする。 

 

第２ 用語 

この指針において使用する用語は、条例及び岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基

本条例施行規則（平成２１年岐阜県規則第４０号）において使用する用語の例による。 

 

第３ 省エネルギーのために講ずる措置 

   次に示す省エネルギーのための措置を講ずること。 

１ 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 

（１）外壁の方位、室の配置等を考慮して建築物を配置すること。 

（２）外壁、屋根、床、窓及び開口部を断熱性の高いものとすること。  

（３）窓からの日射の適切な制御が可能な方式の採用、緑化の促進等により日射による熱負

荷を低減すること。 

２ 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用 

（１）室等の空気調和負荷の特性等を考慮して空気調和設備を選択すること。 

（２）風道、配管等におけるエネルギーの損失の少ない方法を採用すること。 

（３）適切な空気調和設備の制御方法を採用すること。 

（４）エネルギーの利用効率の高い熱源システムを採用すること。 

３ 空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用 

（１）風道等におけるエネルギーの損失の少ない方法を採用すること。 
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（２）適切な機械換気設備の制御方法を採用すること。 

（３）必要な換気量に応じ、適切な能力で、かつ、エネルギーの利用効率の高い機器を採用

すること。 

４ 照明設備に係るエネルギーの効率的利用 

（１）照明効率の高い照明器具を採用すること。 

（２）適切な照明設備の制御方法を採用すること。 

（３）保守管理に配慮した設置方法を採用すること。 

（４）適切な、照明設備の配置、照度の設定、室等の形状及び内装仕上げを選定すること。 

５ 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用 

（１）配管経路の短縮、配管の適切な断熱等に配慮した適切な配管設備を採用すること。 

（２）適切な給湯設備の制御方法を採用すること。 

（３）エネルギーの利用効率の高い熱源システムを採用すること。 

６ 昇降機に係るエネルギーの効率的利用 

（１）適切な昇降機の制御方式を採用すること。 

（２）エネルギーの利用効率の高い駆動方式を採用すること。 

（３）必要な輸送能力に応じて、適切な設置計画を採用すること。 

 

第４ 再生可能エネルギーの導入に関する事項 

   次に例示する再生可能エネルギーを利用した設備やシステムを設置すること。 

 １ 太陽光の利用 

   太陽光発電システム 

２ 太陽熱の利用 

   太陽熱温水器 

３ 風力の利用 

風力発電システム 

４ バイオマスの利用 

ペレットストーブ、バイオマス発電システム 

５ 水力の利用 

小水力発電システム 

６ 地熱の利用 

地熱発電システム 

７ その他のエネルギー源の利用 

河川水、温泉等の温度差や雪又は氷（冷凍機器を用いて生産したものを除く。）を利用し

た熱利用システム 

 

第５ 建築物に係る温室効果ガスの排出を抑制するために実施する措置 

 次に例示する温室効果ガスの排出を抑制するための措置を実施すること。 
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１ 建築物の耐用年数の長期化 

（１）階高、床面積、床荷重等の余裕度及び間仕切り等の可変性に配慮すること。 

（２）耐久性に優れた構造体を採用すること。 

（３）建築非構造部材及び建築設備の合理的な耐久性を確保し、更新、修繕、補修が容易な

部材等を採用すること。 

（４）維持管理のための作業スペースを確保すること。 

２ 環境負荷の少ない材料や機材等の採用 

（１）再生建築資材やリサイクルが容易な材料を採用すること。 

（２）公的機関において認証を受けた環境配慮物品等を採用すること。 

（３）部分的な更新が容易な資機材を採用すること。 

３ 自然採光等の活用 

自然採光、自然通風、太陽熱を利用した蓄熱システムや自然換気システムを活用するこ

と。 

４ 水資源の有効利用 

（１）節水型機器（トイレ、給水栓等）や節水システムを採用すること。 

（２）雑用水の一部として、雨水又は排水処理水を再利用するシステム等を採用すること。 

５ ビルエネルギーマネジメントシステムの導入 

電気を使用する設備や空気調和設備等を総合的に管理し評価するビルエネルギーマネジ

メントシステム（ＢＥＭＳ）を導入すること。  

６ 緑化の促進 

建築物の屋上や壁面又は敷地内において緑化をすること。  

７ 代替フロンの使用抑制 

（１）空気調和設備における自然冷媒冷凍空調機器を採用すること。 

（２）ノンフロン硬質ウレタンフォーム断熱材を選定すること。 

８ その他 

上記以外の措置で、温室効果ガスの排出抑制に資する措置を実施すること｡ 



16 

 

第５号様式（第１４条関係） 

建築物環境配慮計画書 

年  月  日 

岐阜県知事 様 

 住 所       

(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

 

氏 名 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)                  

 

岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例第２９条第１項（第２項、第３項）の規定により、次

のとおり提出します。 

特定建築物の名称及び所在地  

特定建築物の概要  

建築物に係る温室効果ガ

スの排出を抑制するため

に実施する措置 

 

省エネルギーのために講

ずる措置 
 

再生可能エネルギー導入に

関する事項 
 

工事着手予定年月日  

工事完了予定年月日  

※岐阜県受付欄 

 

 

 

 

備考 

１ 各記入欄にその記入事項の全てを記入することができないときは、「別紙のとおり」と記入し、別紙を添付

すること。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とすること。 

３ 条例第２９条第２項の規定により計画書を提出する場合は、「特定建築物」を「建築物」に読み替えること。 

４ 変更の場合にあっては、変更があった事項についてのみ記入すること。 

５ ※印のある欄は、記入しないこと。 

６ 「岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例に基づく建築物環境配慮計画書及び工事完了届届出の手

引き」を参照のうえ記入すること。 

連

絡

先 

住所 〒 

部署名・担当者氏名  

電話番号  

e-mail  

注）建築主内の部署のほか、設計等を委託している場合は設計事務所等の連絡先を記入すること。 
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【参考様式１ 特定建築物の概要】 

工事の種別 □新築       □増築       □改築 

特

定

建

築

物

の

概

要 

用 途 

□住宅 

□ホテル等 □病院等 □物品販売業を営む店舗等 □事務所等 

□学校等  □飲食店等 □集会所等 □工場等  

構 造 
□鉄筋コンクリート造、□鉄骨鉄筋コンクリート造、□鉄骨造 
□その他（                    ） 

階 数  

床面積の合計 
届出部分 届出以外の部分 合 計 

      ｍ２ ｍ２ ｍ２ 

 

【参考様式２】 

１ 建築物に係る温室効果ガスの排出を抑制するために実施する措置 

 

 

２ 省エネルギーのために講ずる措置 

 

 

３ 再生可能エネルギーの導入に関する事項 
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第６号様式(第１５条関係） 

建築物工事完了届出書 

 年 月 日 

岐阜県知事 様 

 届出者 住所 

(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

 

氏名 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)  

 

 岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基

本条例第３０条の規定により、工事が完了しま

したので届け出ます。 

特定建築物の名称  

特定建築物の所在

地 

 

工事の種別 □新築 □増築 □改築 

工事完了年月日  

連

絡

先 

部署名  

電話番号 
 

※岐阜県受付欄  

備考 

１ 用紙の大きさは、郵便はがきとすること。 

２ 「工事の種別」は、該当する□内にレ印を記入すること。 

３ ※印のある欄は、記入しないこと。 

 

 


